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論 文 内 容 の 要 旨

(一一)こ の論 文 は六 章 か ら成 つ てい るが,そ の 中心部 分は 第 一,第 四,第 六 の各 章 で あ り,以

下 これ らの各 章 を基 礎 と して全 体 の要 約 を述 べ る。 まず それ に先 立 つ て上記 三 章 の骨 子 と なつた も

のが過去 に お いて雑誌 論 文 の形 で若 干 の機会 に公表 され た もの であ るの で,こ ＼に既発 表論 文 と上

記 各章 との関 連 を摘 記 した い。

第一 章 第一一節 は拙 稿 「共 同 体 の基 礎問 題」(東 北 社会 学 研 究会 編,社 会 学 研究14号,昭 和32年12

月),同 章 第二 節 は拙 稿 「共 同体 の理 論 」(東 北 大 学文 学 会 編,文 化,22巻,3号,昭 和33年5月)

に若 干 の加筆 で補 修 した もの であ る 。第四章 第三 節は拙 稿 「共 同 体 の基 礎概 念」(村 落 社会研 究会

編,村 落 共 同体 論 の展 開,時 潮社,昭 和34年10月 刊)を そ の ま ㌧再 録 した もので あ る。 第六 章 第二

節 は そ の基 本 構想 は拙 稿 「都 市研 究 に澄 け る 中範 囲理論 の試 み 」(日 本 社会 学会 編.社 会学 評論,

35号,昭 和34年5月),澄 よび拙 稿 「分析 図式 」(東 北 社会学 研 究 会 編,社 会 学研 究17号,昭 和34

年8月)の 二 論 文 に発表 した もの であ るが,論 述 の内容 は大 巾に修正 し,別 個論 文 とみ な し うる程

に加 筆 した。 これ らが本 論文 の基 礎 と なつ た既発 表 論文 で あ る。

しか し部 分的 に は このほ か に も,第 四章 第二 節 は拙 稿 「機 能 的社 会 理論 の展 開」(日 本 社会 学会

編,社 会学 評論,24号)に よる もの で あ り,ま た 第六 章 第二 節 の図式 の発想 は拙 稿 「パー ソナ リテ

ィ と社 会的 性 格 」(福 武,日 高,高 橋 編,講 座社 会学,第 一一巻 所収,昭 和33年1月)に 吾 け る社会

的 性格 の概 念 を 一 つ の軸 と して もつ てい る点 等 に,関 連 す るも のが あ る。

上 記 の三章 以外 の叙述 はす べて未 発表 で あ るが,理 論 構成 の上 では この三 章 に対 す る傍 証 の位置

に あ るの で,以 下 の要 約 に診 いて も,こ の三 章 を中心 と して い る。
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(二)こ の論 文 の構 成 につ い て言 え ば,大 別 して三 部 分か ら なる。序 説的 部 分(第 一章)共 同

体 の 社会 学 的概 念規 定(第 二,三 章 お よび 第四章),共 同 体 の一 典型 と して の都 市論(第 五,六 章)

が それ であ る。 した が つて上 記 の三 章 は これ ら三 部 分 に対 して,そ れぞ れ基 本 部 分 を な して い るも

の と なつ て い る。以 下 この 三区 分 に よつ て要 約す る。

(三)第 一 の序 説的 な部 分 は,そ れ 自身二 節 に分 け られ てい る。前 半 に 於 いて は,共 同 体 とい

わ れ る社 会形 態につ い て,社 会学 的 な概 念 規 定 を下 す場 合に当面 す る問題 を検 討 したの で あ るが,

そ の 場 合,最 近 に澄 け る所 謂 「共 同体 論 」 が,村 落 の場 合につ い て展開 せ られ て きた とい う事情 か

ら,概 念 を規 定 す るた め には 当然,村 落 の論 議 に も一応 立 ち入 る必 要 が 生 じ,ま た これ が主 と して

経 済 史学 ない し農 業経 済学 の 側か ら提起 され た もの で あ るた め,経 済 史学 的 な分野 に も関 連 して く

る こ と,そ して 社会学 に澄 い てす で にCOInmUnity論 と しで 一般化 的 な認識方 向 に澄 い て共 同 体 が

問 題 とされ てい る こ ととの関 連 が と りあげ られ た 。 この間 に おけ る私 の 考え に よれ ば,問 題 を極 端

騨 純 化す るな らば,所 謂 「自然 村 」の概 念 を,社 会学 峰 け る伝統 的 如o㎜unityの 理 論 の

日本 的 展 開 と して把 え,生 産 関 係 と して の家 連 合 に共同 体 の本 質 を求 め る立場 が,経 済 史学 的 共 同

体論 の 日本 的 展 開 で ある とみ なす こ とが可 能 で ある。

この両 者 を対 比 した場 合,直 ちに 明 らか な ことは,第 一 に共 同体 概念 を歴 史的概 念 と して構 成 す

べ きか,… 般的概 念 と して 構成 すべ きか,と い う問 題 が あ らわれ,第 二 に共 同体 概念 を人 間 の共 同

生 活体 制 の全 体 にお い て認 め るべ きか,ま たは 生産 関 係 と しての 家 々の連 合 とい う面 に限 定 して と

らえ るべ きか,と い う問題 が あ らわれ る こ とで あ る。 「自然 村 」 の形 に 澄け る共 同体 概 念は,日 本

村落 の共 同生 活 体 制 全体 にかん す る,一 般 的規 定 であ る こ とは 勿論 で ある。 これ らを比 較検 討 す る

こ とに よつて,一 「般的 概 念 と して の共 同体 概念 の必要 を認 め,か つ 特殊 的 規 定 と して の共 同体 の歴

史的 規 定 もそ の 内部 にお い て必要 か つ可 能 であ る こ とを述 べ た。

この章 後半部 分 に澄 いては,上 記 の比 較検 討 に澄 い て と くに注 意 さ るべ き論 点 をと りあげ て,更

に問 題 の展 開 を計 つ た ので あ るが,と りわ け,一一般 的規 定 と歴 史的 規 定 との関係 を共 同 体 の前 近 代

的存 在形 態 と され る家 連 合概 念 と,社 会 学 的 に近 代的 存 在形 態 とされ るべ き都 市 との対 比 の なか で

問題 と した。 これ に よつ て家 連 合 につ い て も社 会学 的一一般規 定 が 可能 で あ り,そ の特殊 的 段 階的概

念は 規 範 意識 に かんす る精 密 な分析 に よつ て のみ 明 らか とされ る こと,澄 よび近 代都 市 もま た家 連

合的 組 織 を 含み,共 同生 活体 制 の一 集 団 化 と して共 同体 の一 般的 範 曙 に 内含 され うる こ とが,と く

に現 代 社 会 を 中心 対 象 とす る社 会学 の立 場 に診 い て肯定 さ るべ きで あ る と結 論 され た 。

(四)第 二 の部 分は 三章 を含ん でい るが,直 接 には 第 一一章 第一一節 の論 点 を詳細 に あ とづけ結 論

的 に共 同 体 の社会 学 的概 念 を規 定 しよ うとす るのがそ の内容 であ る 。

まず 共 同体論 が戦後 のわ が国 に 「流 行 」 した ことの 根拠 を理論 史的 澄 よび対 象的二 側面 に 澄 い て

とらえ,そ れ ぞ れ マル クス の論文 「資本 制生 産 に先行 す る諸形 態」 の 導入 に よる前近 代 社 会 の構成

に対 す る 「共 同体 論的 」 把握 の裏 づけ が で きた こと と,特 殊 日本 的 事 態 と して戦 後 にお こ なわ れ た

農地改 革 が,農 業農村 理論 に対 して有 した 問題 的 意義 とい う二 点に 求 め た。 これ が第二二章 で あ るが

そ の さい マル クスの論 文 の解 釈 が一 義性 を欠 き,農 地改 革前 後 の比 較論 に も,必 ず しも決 定 的意 見

は み られ な い こ とを指 摘 した 。第 三章 は以 上 の前 提 の上 に展 開 され た 共 同体 論 を,主 と して概 念的

に検 討 した もの で あ るが,経 済 学 的 な規 定 に つい ては,共 同体 を生 産関 係 と しで 一面 的 に把 握 し,

またそ れ を前近 代 的 な 構成 と して 局限 す る論理,さ らに原始 共 同体 の と らえ方,澄 よび 「所有 」 と

階 級構 成 との関 係,日 常生 活 的諸 関係,諸 集 団 と政 治的 支配 の制 度化 の無 視につ い ての 分 析 な どを

主論 点 と して検 討 を加 えた。 社 会学 的 な規 定 につ い て も同様検 討 を遂行 し,か く して帰 結 され る三

つ の課 題,原 始共 同体 が何 ゆ えに共 同体 の 「原型 」 とされ るか,そ れ は社 会学 理 論 に よつ て十 分 に

把 握 され て いた か,そ して都 市 と村 落 を含 ん で。 共 同体 が いか に概念 化 され るか,を 第 四 章 に論 い
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て扱 つ たの で あ る。

簡略 に この部 分 の結 論 を述 べ れ ば,原 始共 同体 は 「包括 社 会 」 ない し 「全 体 社会 」 で あ るゆえ に

共 同体 で あ り,そ れば 一つ の社 会体 系 と して概 念 化 され うる と と,そ れ は経 済 構造,社 会 意識 構造

政 治 統 率 購造 の統 一一と して存 在 し,そ れ らが原 始的 な原理 で組 織 され てい る もの で あ る ことを指 摘

し,社 会学 理論 に澄 い ては マ リ ノ ウス キー や マ キー グアー の所説 に採用 す べ きもの を認 め るが,慨

念 規 定 と しで 一般 的 には,全 体 社 会 の地 域 的分 極 で あつ て,一 定領 域 の生活 基 地 の土 に成 りたつ 共

同生 活体 制 た る共 同体 は,階 級 社会 に澄 いては,支 配 の地 域的 構造 とみ られ るこ とを述 べ た 。

(五)以 上 の よ うな一般 的規 定 は,そ の 内部 に歴 史的 段階的規 定 と形 態的類 型 的規 定 とを,特

殊 規 定 と して含 み うる。本論 文 の 後半部 は前半 の・一般 論 に拠 つ て,形 態的特 殊規 定 と しての都 市 を

歴 史的規 定 と して の近 代 に吾 いて 問題 と した もの であ るが,都 市 が共 同体 の 一一般規 定 を充 足 す るか

い な かにつ い て,都 市 の歴 史的 諸 形 態 にかん す る検 討 を行 い,続 いて近 代 都市 に限 つて,そ の形成

於 よび 構造 の 中闘的 原理 を解 明 しよ うと した わけ で あ る。

この論 文 では上 述 の ご と く,都 市 を社 会学的 意 味 に齢 い て共 同 体 と して把 え,し たが つて都 市 が

階級的 な支 配 の メカニズ ムと して いか に機 能 す るか とい う側 面 と,そ れ が共 同生 活体 制 と して いか

に 統一 され てい るか とい う側面 との 同時的 相 即的 な理 論 化 の立 場 を とつ たの で あ るが,こ の点 につ

いて従 前 の 「都 市社 会学 」 の諸研 究 が必 ず しも十 分 で なか つ た こ とは,六 章一 節 に澄 い て基本 的 に

問 題 と した と ころで あ る。

都 市 を上記 の ご と く把 え た場 合,そ こに二 つ の操 作 が要求 され る。一 つは都 市の類 型構成 で あ り

一一つは 都 市 の構造 図式 で あ る
。 この二 つ の操 作 に よつ て,近 代都 市 の.上記 の 意味 に澄け る共 同体 と

しての 内容 は,解 明 され うる もの で あ る。 都市類 型 論 と都 市構 造 論 とは,こ ＼で都 市 の社会学 理 論

と見 倣 して い る もの の全 体 で あ る。以 下 これ につ いて要 約 す るので あ るが,共 同 体 の 「原 型 」か

らの歴 史 的発 展 に 澄 いて,全 体 社会 が 国 民総 合 社会化 す る場 合 には各個 の共 同体 は,そ れ に対 して

相対 化 され た部 分 社会 とな るか ら,都 市 を問題 とす るに も全 体 社会 か らの 相対 性 と,そ れ 自体 の 統

一性 との両 面 を 相即 す る理論 化が必 須 とな る ことに注 意 した い
。 で あるか ら全 体 社会 の理論 が 一般

的 で ある とす れ ば,共 同体 と して の都市論 は 「中範 囲」 の理論 化 で あ る。各 個 類型 の都 市論 は都 市

社会 学 に おけ る 「中範 囲」 の理論 とな る。

(1)こ ＼で構成 され た類 型論 は要 点 を言 え ば 次の ご と きもの であ る。第 一 に行政 都 市 を直 接対 象

と して,そ の産 業別人 口構 成 に よ り,操 作 的 に 四類 型 化 を行 う。具 体的 には各 個都 市 の法 制的 都市

基 準 との適 合性,産 業人 口の 内容 に よつ て更 に修正 の余 地 は存在 す る。 階級支 配 とい う視 角 か ら,

所謂 「産 業都 市」 を近 代都 市 の典 型 とみ て,そ の第二 次的類 型化 を行 う。 そ の場 含の基 準 は,一 つ

には当該 都 市 の都 市的 形成期 であ り(近 代都 市 と前近 代 都 市 の発 生区 別),一 つ は産 業 の存在 形 態

で ある 。 これ に よつ て四種 の産業 都 市 の典型 を うるが,そ の基 軸 は単 一大 企 業立地 の近 代都 市 と複

数大 中小 企業 立 地 型前近 代都 市 の二 典 型 で あ る。 これ らは 更 に細 分 され うる。

(2)こ の基 軸 的近 代 産 業都 市を共 同 体 と して理 論 化 す る前 提 は,こ の都 市の 社会構 造まだは社会 過

程 を経済 過 程,媒 介過 程,政治過 程 に即 ち三部 分過 程 に 分析 することであり,これら各過 程 の 内的機 構とそ

れ らの相互 関 連 こそ 産 業都 市 の共 同体 的 統 一 の内容 をなすものである。端 白敏 言つて,この分析 により得 られる原

理は経 済過 程 の論 理 が政 治過 程 において貫 徹 されるとい うことで あ る。これ を 実現 させ る諸要 因 を各 過

程 に 於 い て究 明 し,か ＼る都 市社会 の必 然 的 と もい うべ き体 制 を明 らかに しよ うとす るの が,本 論

文 の この部 分 に論 け る筆 者 の意 図 であ る。

(六)要 約 の末 尾 に,若 干 補足 す るが,筆 者 の都 市研 究 は言 うま で も な く完 結 した もので は な

い が,研 究の基 本 視角 につ い て一言 したい 。 社会学 におけ る筆者 の立 場 は いわ ば総 合社会学 で あ り,

本 論 文 は こ の立 場 を共 同体 ない し都市 とい う現 実 に即 して 実現 しよ うとす る もので あ る。経 済 学,
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政治学の成果を共同体とい う 「中間社会」に澄いて関連的に総合する方向を,筆 者は都市論め前提

とした。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

(一)筆 者 は本 論文 に於 いて都 市 社 会 の社 会学 的研 究の た めに必要 とされ る基本概 念 を究 明 し

よ うと して い るが,筆 者 自身都 市 を村 落 をも含 めて共 同体 と して 把握 す る立場 に立 つて い る とこ ろ

か ら,ま ず 共 同体 の概 念 そ の も のを 明 らか にす る とと もに,こ の 見地 か ら都 市社 会学 理 論 の形 成 に

着 手 し,特 に 近 代都 市 を中心 と して,こ れ を考察 す るため に不 可欠 な基 本 概念 の究明 に努 め て いる。

(二)筆 者は 第一 章 で,都 市 を地 域 社会 ない し地 縁 社 会 の部 類 に属す る と見 る見解 が社 会学 者

のなか で支 持 さ れて い るが,そ の 意味 は か な らず しも一一義的 で な く,む しろ都 市は村 落 とともに生活

共 同体 と土地 関係性 を 内容 と した共 同体 と見 るのが妥 当 で あ り,こ の 共 同体 の概 念は マ キー パー

(R.Maciver)の コ ミユ ニ テ イ(Oommunity),テ ンニ エス(F.Tbnnies)の ゲマ イン シヤフ

ト(Gemeinschaft)に 該 当 す る もの で ある といつ てい る。

筆 者 は 共 同体 をもつ て人 間 が 自然的 諸 条件 に対 して 適応 して ゆ くた めに.一一定 範 囲の地 域 の上 に 構

成 した 社会 構造 の相対 的 統 ～体 と規 定 してい るが,こ の種 の共 同 体は入 類 の歴 史 と ともに あ り,歴

史的 諸 段 階に 於 いてそ の構成 に あ る変 化 は生ず るが,共 同体 そ の も のは本 質的 にす べ ての段 階を通

じて成立 す る とな し,こ の観 点 か ら中 村 吉治教 授 や大 塚 久 雄教 授 の よ うに これ を前 近 代 的 な段 階 に

の み特 有 と見 るのは誤 まっ てい ると批判 して い る 。

(三)こ の関 連 か ら筆 者 は 第二 章 に 海い て最近 わが 国 の学 界 に展開 され た共 同体 をめ ぐる論議

に言 及 し,ま ず 共 同体 論 が さかん に なつ た理論 的契 機 と しては,1949年 「歴 史学 研 究 」129号 に マ

ル クス の遺 稿が発 表 せ られ,こ れが 中村 教授 や大 塚教 授 の所論 に刺 戟 を与 え た ことを,さ らに そ の

実 践的契 機 と して は,戦 後農地 改 革 に よつ て地主 制が 排除 され てか ら,改 革後 の 日本 農村 に澄け る

封 建遺 制が 問題 と な り,こ れ が また 共 同体 との関 係 に詮 い て論 議 の対 象 となつ た こ とを指摘 して い

るが,筆 者 は この論 議 に澄 い て経 済 史学 者 と社会学 者 の共 同体 に対 す る視角 が か な らず しも同 一 で

は なか つた こ とに注 意 を促 し,筆 者 み ずか ら第 三 章 に涛 い社 会学 の立場 か ら経 済 史学者 の共 同体 の

概 念 に撫 目」を加 え て い る。筆者 は大塚 教 授 を もつ て経 済 史学 的視 角 を代表 す る もの と見 てい るが,

同教 授 が原:始共 産 態 と ゲマ ィ ンデ 共 同体 とを区 別 し,土 地 の 占拠 を基 礎 と した 後者 を共 同体 の 原型

と見 て い るのは,土 地 の社会生 活 に対 す る広 義 の本 源的 な意味 を狭 塩 化 した も のと批判 し,共 同体

の原型 は原 始共1司体 に あ り,こ れ を原始 共 同 態 と呼 ぶの は 妥当性 を欠 くもの と見 て い る。筆 者は こ

れ に比 較 す る と中村 教授 の見解 は は る か に社会 学的 で ある と見 てい るが,教 授 も共 同体 を不 分割 の

生 産手 段,不 分 離 の 生産者 の集 団 と規 定 し,こ れ を本 質的 に前近 代 的 な もの と考 え てい る点 で は大

塚教 授 と同一 の立 場 に あ るもの とな し,こ れ も また共 同体 の概 念 を歴史 的 に過 度 に特 殊 化 した もの

と断定 して い る。 これ に対 して筆 者 は 第四 章 に澄 い て まず マ ル クス(K.Marx),デ ユル ケ ー ム

(E.Durkheim),エ ス ピナス(A.Espinas)ら の原 始社 会 に関 す る見解 を参 照 しなが ら,原 始

社 会 で は原 始共 産 制 を基 礎 と して血 縁共 同 体が 成立 してい た が,や がて これ を土地 所有 を基 礎 と し

た 農 業共 同体 に推移 した もの とみ な し.共 同体 の 原型 は血 縁共 同体 と して 成立 した原始 共 同体 その

もの で あ り,農 業共 同 体は,こ れ を本 源 と して歴 史的 に発 生 した 意 味に 澄 い て,共 同体 の原型 では

なか つ た と主 張 す る とと もに,共 同体 は歴 史的 に変 化す る も のの,社 会 の共 同 組織 と しての そ の基

本 的 枠組 は あ らゆる歴 史的 段 階 を通 じて持 続 され る傾 向 を もつ とな し,共 同体 は 階級 国家 成立 後 に

お い て は支 配 と抵抗 との二 重組 織 の 意味 を もつ もの と して現 代 にい た るま で さ ま ざまの形 態 に 論い
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てあらわれて来たといつている。筆者はこの共同体をもつて包括的な諸機能を含む生活体としての

統一と考えているが,こ の共同体の概念は現代の社会学に澄いてマキーバーの支持 してきたところ

であり,さ らに共同体の術語は使用 していないがマ1,ノ ウスキー(B.Malin(躍skの の制度 ・集団

もまた実質的にはこの共同体の概念と一致するとみなしている・

(四)筆 者は以上に澄いて一般的な共同体の概念に立脚 して都市もまた村落と同一の意味にお

いて共同体の一種類をなし,そ れ自身包括的な諸機能を含む生活体としての統一をなすものと指示

するとともに,第 五章以下に診いてはこの都市の規定にもとずいて都市の存在的諸形態を検討 し,

進んで都市社会学理論の形成に着手 している。第五章は都市の歴史的形態の考察にあてられている

が,筆 者は古代の都市は東西を通 じて政治的支配の場所すなわち 「都」 として成立 したとなし,し

たがつて古代の都市は階級的支配の集中点として支配者によつて上から形成されたところに特長が

あり,こ の原理は中世に入つてもな澄完全に支配力を失わなかつたと見ている。しか し筆者は封建

都市においては,商 業の一般 化が因をなして下から都市が形成きれる傾向が生 じて来たと見て,こ

の場合都市は市場機能の行なわれる場所として 「市」の性格を強めて来たと見ている。筆者はその

例としてケルン市を問題とし,さ らにヨーロツパに澄ける北欧型と南欧型との二つの類型を区分 し

ているが.自 由平等の原理が高揚されたといわれている北欧型の都市にしても実は少数豪族の支配

下にあり,十 全な意味では自由平等の都市ではなかつたことを強調 し.日 本の堺市の如きもその例

外をなす ものではなかつたといつている。筆者は近代都市については一面商品経済の発展がその成

立の重要な原因をなしていることを認めているが,そ の特長としては,こ れが統一国家の成立 と結

びついていることを指摘 し,近 代都市は国民経済社会の一つの構成部分をなし,国 家行政体系の地

域単位として首府の下に体系的に配列されていると説いている。筆老はこの見地からわが国に論い

て市町村制の施行された明治22年をもつて日本における近代都市発展の出発点とみなし,八 幡市の

例を中心 として産業資本の主導下にいかに都市が資本と都市の上下的結合として発展 して来たかを

実証的に追求するとともに.人 口の都市集中傾向を分析 してこれが都市的職業人口の増加を物語つ

ていることを明らかにし,さ らに農村人口の都市への移動傾向を分析 してわが国に澄いて巨大都市

を中心としで一定数の圏が成立 しつつあることをも指摘 している。

(五)筆 者は第六章ではわが国の都市社会学者の業績を批判的に検討 しながら,筆 者自身の都

市研究の基本的な立場を提示 しようとしているが,筆 者はまずこれまで解明してきた共同体として

の都市の概念を中心 として,自 己の研究においては行政市がその直接的な対象をなしていることを

明らかに している。これは自然市をもつて都市研究の基準的対象として来た鈴木栄太郎教授の見解

と対立するものであるが,筆 者は行政市を基準的対象とするのは集計にとつて便宜であるという理

由のほかに,行 政市がそれ自体全体社会の行政と緊密に結びついていることを指摘 し,近 代都市に

ついてはこの関連を問題とすることが特に重要であると強調 している。筆者は都市研究の方法論に

ついては奥井復太郎,磯 村英「,鈴 木栄太郎の三教授の見解をとりあげ,奥 井教授に関 しては教授

がアメリカ社会学の感化を受けて生態学的方法を継受 しているところから,生 態学的地域を越えた

都市の社会学的分析がないがしろにされており,都 市の経済学的な解明は行なわれているものの,

これも結局都市社会学ではな く,都 市経済学に終つていると批判 し,磯 村教授に関しては生態学的

方法が完全に清算されて澄 らず,さ らに都市の病理学的現象が過度に関心の中心とされている点に

欠陥が潜んでいると指摘 し,鈴 木教授に関 しては都市研究を正常人口の正常生活に限定 したところ

から磯村教授とは反対に都市の異常的現象が全 ぐ問題外に放置される結果になつている点に難があ

ると主張 し,い ずれも都市社会学の方法論としては修正ないし補足を必要とすると見ている。筆者

はこれらの諸学者の方法論を批判的に検討してか ら,筆 者の研究の対象とする都市が資本主義体制

のなかでの地域的分極としての近代都市であることを改めて確認 し,そ の研究に澄いては,都 市の
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生 態学 的 過程 では な ぐ,社 会 過程 が 中心 的 意義 を もつ もの であ ると説 き,具 体 的 に近 代都 市を 研究

す るには(1}全体 社会 の体 制 的状 況 か らの接 近 と,(2)都 市 内部 の社 会的 統 一一の態様 か らの接 近 の二 つ

の手 順 が あ り,こ の二 つ の方 法 を駆 使す る こ とに よつ て都市 の研 究 はは じめ て都 市 を中心 と しな が

ら個人 と全体 社会 の両 極 にわ た る有機 的 かつ 全 体的 な もの とな る こ とが 可能 で あ るとい つ てい る。

筆 者 は以上 の よ うに都 市 社会学 の 構 図 を示 す と ともに,社 会過 程 を経 済過 程,政 治過 程 知 よび両 者

を媒介 す る媒介過 程 の三 つ に 区 分 し,そ れ ぞれ の過 程 と して の特 質 やそ の 相関 関 係 を解 明す るに努

め てい る。 この分析 図 式は 筆者 が岩手 県 釜 石 市の 実地 調査 の結 果 に もとず い てみ ず か ら構 想 した も

ので あ るが,筆 者は な齢都 市 の研 究 を進 め る に あたつ て都 市 の 分類 が前 提的 に不可 欠 で あ る とな し,

これ ま での 内外 の学 者 に よつて提 示 され て来 た さま ざまの分類 方 式 を検 討 し,そ の いず れ も不十 分

で あ る と説 くとともに,筆 者 み ずか ら新 た な分 類 を試 み て い る。筆 者は まず全 国248市 の人 口構 成

を産 業形 態 別 に分析 し,第 一一次産 業 人 口30パ ー セン ト以上 の もの(1),第 二 次産 業人 口40パ ー セ ン ト

以上 の もの(2),第 三 次 産業 人 口55パ ー セ ン ト以 上 の もの(3),混 合型〔41,を区 分 し,さ らに 第こ 次産

業型 の(2)につ い て,一 企業 体 の支 配 下に あ る もの㈹,複 数 企 業体 の支 配 下 に あ る もの(β),を 区 分 し,

また 明治 以前 に 成立 した もの凶,明 治 以 后 に成 立 した もの(B),を 区 分 してい る。筆 者は この 分類 の

なか で近 代都 市 の モ デル となる も のは(2)Aα 型 で あ る とな し,こ れ が さ しず め都 市社会 学 に 澄 いて

第一義 的 な研 究の対 象 とな るべ きもの と結 論 して い る。

(六)本 論文 の要 旨は ほ 雪以 上 の ご と くで ある が,本 論文 は 内容 的 には これ ま で筆 者 が 都 市 を

主 題 と して発表 して きた諸 論文 を中心 と して都市 研 究 の基 本 的概 念 を体 系的 に解 明 しよ うと期 した

もの で あつ て,そ の なか には筆 者 自身の創 見 と見 て よい もの も多分 に 含 まれ てい る 。筆 者 は 都市 を

村 落 と ともに共 同体 の一 つ に属 す る とみ て い る と ころか ら,ま ず 共 同体 の概 念 の解 明 を 試み,こ れ

にか な りの紙 幅 を割 い てい るが,共 同体 が近 年経 済 史学 者 や 社 会学 者 の間 でさ かん に論 議 の ま と と

され て来 た ことを考 え てみ て も,一 応 本論 文 に お い て も,こ れ を検 討 してみ る必要 は あ る。 この さ

い筆 者は 中村 教授 や大 塚教 授 の見 解 に疑義 をは さみ,共 同 体 の 原型 を原 始共 同 体 に求 め る と同時 に,

共 同体 の 内容 に変 化 は あつ て も包括 的 な諸機能 の生 活体 と して の統一 そ の ものは あ らゆ る歴 史的 段

階 に澄 いて必 然 的 に成立 す ると主張 して い るが,筆 者 の見解 には 少 なか らず傾 聴 に あた いす るもの

が ある 。地 域 社会 ない し地 縁 社会 の術 語 を排 し,こ れ に代 うる に共同体 を もつ て しよ うとす る筆 者

の主 張 に対 しては,社 会 学 老 の なか に異論 が あ り,強 い て この場 合共 同体 の術 語 を採 用す る必要 が

あ るか ど うか は 問題 を含 ん で い るが,こ れ を もつ て 包括 的 な諸 機能 の生活 体 と して の統 一と見 るか

.ぎり 共 同体 が あ らゆ る歴 史的 段 階 を通 じで 一般 的 に成 立 してい る と見 る筆 者 の見解 は大体 に診 い

て承認 され うる とこ ろで あつ て,そ の成立 を原 始共 同体 の 崩解 以 後 に認 め よ うとす る見解 はか え つ

て理 論 的 に一貫 性 を欠 くといつ て よいで あ ろ う。た だ筆 者 の場 合,都 市 や村落 は大 きな全体 社 会 の

なか に包括 され た準全 体 社 会的 なも の と考 え られ て い るに鋤 め らず,両 者 の関連 につ い ては十 分 な

説 明 が与 え られ て診 らず,な 診究 明 を必要 とす る も のが残 され て い る こ とは 事 実で ある 。 しか し筆

者 の共 同 体論 が本 論文 に示 され た 内容 を もつて して も十 分注 目に あた い す る もの を もつ て い るこ と

は た しか で あ る。

筆者 の都 市 社会学 そ の ものに 関す る本 論的 部 分 は,前 提的 な共 同体 の概 念 の究 明 に ぐらべ る と,量

的 に や や少 なす ぎる感 じを 与え るが,そ の なか に も筆者 の分析 力 と総 合 力 の並 々で ない ことは随 所

に 顕示 され てい る。筆 者 は 都 市の 歴 史的 考察 に 澄 いて も 自己の都 市概 念 を基本 と して特 色 の ある論

述 を展 開 してい るが,筆 者 の 力 量の もつ と も よ ぐ発 揮 され て い る のは,筆 者 の 提示 した都 市社会学

理 論 の構図 で あ る 。筆 者が この さい 奥井,磯 村,鈴 木 繰)の 諸教授 の:方法 論 に対 して試 み て い る

批判 的検 討 はか な らず しも完 漿 とは いい が た く,や や 独断 的 と見 られ る部 分 も ない では ない が.筆

者 が あえて 行政 市を都 市研 究 の基準 的 対 象 と して選 び,し か もこれ を理 論 的 に基 礎 付け て い る点,
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さ らに筆 者 が 都 市研 究 に診 い て生 態学的 過程 よ りも社 会過 程 を 重視 す べ きで あ る とい つてい る点 は

大 い に説 得的 な もの が ある 。筆者 が 社会 過程 を経 済過 程,政 治過 程,媒 介 過程 の 三 つに 区分 してい

る のは,内 容 的 に 多少 の疑 問 を含ん で 澄 り,少 な くとも本 論 文 では まだ十 分 な説 明が与 え られ てい

ない と見 て よいが,こ れ も仮 説的 なが ら筆者 の 学問 的 構想 力 の きわ めて野 心的 であ る こ とを物 語つ

て い る。筆 者 は最 後 に産業 形 態 を 中心 と して都 市 の 分類:方式 を提 示 してい るが,こ れ が近 代都 市を

研 究 の対 象 と した 場 合,き わ め て有 効適 切 な もので あ り,少 な くと も旧来 の諸 多 の分類 方 式 よ り も

は るか に まさつ て い るこ とは,筆 者 が この 分類 方式 を発 表 してか ら都 市 社会学 者 の 問か らこれ を高

く評価 す る声が あが つ てい る ことに よつ て も明 白で あ る。

本 論 文 は筆 者 に とつ ては,都 市の社 会 学的 研 究 の過 程 に診け る最 初 の理 論 的体 系 化 の試 み を意味 し

て い るが,す で に筆 者 が共 同体論 や近 代都 市の分類 方 式 に よっ て学 界 にそ の存 在 を認 識 させ ーてい る

こ とを考 え ると,そ の 内容 は 現在 のわ が 国の社 会 学界 の水準 に澄 い て相当高 く位置 付 け うる もの で

あ る。

本 論文 は ま さ し く筆者 が これ まで達 成 して来 た諸 々の理 論的 調 査的 研 究 の成果 を整 理 統 合 した 意味

を もつ も ので あつ て,そ の なか に は,わ が 国 に澄 け る都 市 社会 学 の理 論的 発展 に対 して きわ め て貴

重 な示 唆が 含 まれ て い る と断 定 してさ しつ か え ない の で あ る。

(七)以 上 の論文 審査 に も とつい て,わ れわ れは 本論 文 の筆 者 を もつ て文 学 博士 の学 位 を授.与

され るに十 分 な資 格 を有 す る もの と結論 す る次 第 で あ る。
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